
刈谷市工事施行に関する事務取扱要領                     
 

関係例規等 

 

第１章 総 則 
 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、別に定めるもののほか、刈谷市

の工事の施行に関する事務の取扱いについて、必要

な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （趣旨） 

第１条 本要領の取扱範囲については、次に掲

げるとおりとする。 

(1)  １０万円以下の施設修繕については「会

計事務の手引」により事務の取扱いをする

ものとする。 

(2)  国又は他の地方公共団体、特別の法律に

より設立された法人又は公益法人を契約者

とする場合は、市長の決裁をもって事務を

取扱うものとする。 

(3)  その他の委託の一部とは、刈谷市工事施

行に関する事務取扱要領（平成２年４月１

日施行）第７条の規定により依頼されたも

のをいう。 

 

 （用語の意義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)  工    事  建設工事（施設修繕を含む。）

及び委託業務（測量、調査、設

計及び監理の工事関係委託並

びにその他委託の一部をい

う。）をいう。 

(2)  契 約 担 当 者        刈谷市契約規則（昭和４０年

規則第１０号。以下「契約規

則」という。）第２条第１号に

規定する契約担当者をいう。 

(3)  契 約 者        契約規則第２条第２号に規定

する契約者をいう。 

(4)  各 課 等 の 長        刈谷市予算決算会計規則（平

成２年規則第４号。以下「会計

規則」という。）第３条第２号

に規定する各課等の長をい

う。 

(5)  工事担当部長  企画財政部長、産業環境部長、

建設部長、都市政策部長、都市

公園部長及び水資源部長をい

う。 

(6)  工事担当課長  工事の施行を担当する各課等

の長をいう。 

(7)  依 頼 工 事        各課等の長が工事担当課長に

施行を依頼する工事をいう。 

(8)  設 計 金 額        消費税及び地方消費税の相当

額を含んだものをいう。 

(9)  契 約 金 額        消費税及び地方消費税の相当

額を含んだものをいう。 

 

 

「刈谷市契約規則」 

 （用語の意義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号の定めるところによ

る。 

(1)  契約担当者 市長又はその委任を受け

て契約の締結をする者をい

う。 

(2)  契 約 者 契約担当者と契約を締結

する者をいう。 

(3)  監 督 職 員      契約担当者又は契約担当

者から監督を命ぜられた補

助者をいう。 

(4)  検 査 職 員      契約担当者又は契約担当

者から検査を命ぜられた補

助者をいう。 

 

 （工事の施行依頼） 

第３条 各課等の長は、工事の施行を依頼しようとす

るときは、必要な説明資料を添えて、工事施行依頼

 

様式第 1 号 工事施行依頼書 

 



関係例規等 

 

書（様式第 1 号）を工事担当部長に提出しなければ

ならない。 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （工事の施行依頼） 

第２条 工事施行依頼書は、当該予算の内示が

あった日から１４日以内に、土木管理課に提

出するものとする。 

 

 （契約検査課の事務） 

第４条 契約検査課の行う事務は、次に掲げるとおり

とする。 

(1)  当初設計金額が２００万円を超える建設工事

及び当初設計金額が１００万円を超える委託業

務の契約に関すること。 

(2)  当初設計金額が２００万円を超える建設工事

の検査に関すること。ただし、単価契約の場合

を除く。 

(3)  前号に規定する以外の工事で契約担当者が必

要と認める工事の検査に関すること。 

 

 

 

第２章 設計書の作成 
 

 

 （設計書の作成） 

第５条 工事担当課長は、工事を施行しようとすると

きは、工事設計書（様式第２号）を作成するものと

する。ただし、設計金額が２００万円を超えない建

設工事及び設計金額が１００万円を超えない委託

業務（以下「小額工事」という。）については、別に

定めるところによるものとする。 

 

 

 

様式第２号 工事設計書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （設計書の作成） 

第３条 小額工事については、工事内訳書（様式

第１号）を作成するものとする。ただし、補助

事業については、すべて工事設計書を作成す

るものとする。 

 

［様式第１号 工事内訳書］ 

  工事内訳書 

工 事 名       

路線等の名称 

工 事 場 所       刈谷市  町 

工 期          日間 

工 事 内 訳       

 

  

  工種 種別 数量 単位 単価 金額 摘要   

           

           

           

  添付書類 

 

  

   

 

  

 （工事の施行） 

第６条 工事を施行するときは、刈谷市決裁規程（昭

和３７年訓令第 1 号。以下「決裁規程」という。）

の規定により決裁を受けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （工事の施行） 

第４条 依頼工事の施行伺いは、依頼課の合議

を経るものとする。 

２ 工事発注については、次に掲げるとおりと

する。 

(1)  原則として用地等の解決見通しのない

ものは、発注対象に含めないものとする。 

(2)  工期の最終月日は、遅くとも２月末日を

目処とする。 

 



関係例規等 

 

 

第３章 契約の締結 
 

 

 （工事の入札執行依頼） 

第７条 工事担当課長は、工事（小額工事を除く。）

の入札又は見積書の徴収を依頼するときは、刈谷市

業者選定審査会の開催日７日前までに、関係書類を

添えて工事入札執行依頼書（様式第３号）により契

約検査課長に依頼するものとする。 

 

 

様式第３号 工事入札執行依頼書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （工事の入札執行依頼） 

第５条 随意契約を希望する場合は、工事入札

執行依頼書に随意契約理由書（様式第２号）を

作成し、添付するものとする。 

 

［様式第２号 随意契約理由書］ 

 随意契約理由書  

 工 事 名   

 路線等の名称   

 工 事 場 所    町  

 工 事 担 当 課    課  

 業 者 名   

 根 拠 法 令   

 （随意契約とする理由） 

 

 

 

   

 「刈谷市業者選定審査会規程」 

 

 

 （契約方法及び入札者等の決定） 

第８条 工事の契約方法並びに一般競争入札の入札

参加資格要件及び落札者、指名競争入札の入札者並

びに随意契約における見積者は、刈谷市業者選定審

査会の選定及び資格の確認に基づき契約担当者が

決定するものとする。ただし、小額工事については、

別に定めるところによるものとする。 

 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （契約方法及び入札者等の決定） 

第６条 小額工事の契約方法は、地方自治法施

行令第１６７条の２第 1 項第１号の規定によ

り随意契約とし、見積者は工事担当課長が入

札参加資格者名簿（契約検査課所管）に登録さ

れた業者のうちから選定し、「工事の施行及び

見積書の徴収について」（起案例第２）により

決裁を受けるものとする。 

  なお、地方自治法施行令第１６７条の２第 1

項第２号、第３号及び第５号から第７号まで

の規定による随意契約については、随意契約

理由書（「運用」第５条関係参照）を添付する

ものとする。 

 

［起案例第１ 工事の施行伺］ 

［起案例第２ 工事の施行及び見積書の徴収伺］ 

［起案例第３ 指名競争入札者の指名伺］ 

［起案例第４ 見積書の徴収伺］ 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第２２条 入札者の指名） 

 （第２４条 随意契約の限度額） 

 （第２４条の３ 見積書の徴収） 

 

「刈谷市工事請負業者選定要領」 

 

「刈谷市工事請負業者選定要領の運用」 

 

「地方自治法」 

 （第２３４条 契約の締結） 

 

「地方自治法施行令」 

 （第１６７条 指名競争入札） 

 （第１６７条の２ 随意契約） 
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第８条の２ 一般競争入札は、刈谷市一般競争入札取

扱要領（平成９年４月 1 日施行）に基づいて行うも

のとする。 

 

「刈谷市一般競争入札取扱要領」 

 

 （指名等の通知） 

第９条 指名競争入札の通知は、指名競争入札通知書

（様式第４号）により、随意契約の見積書徴収の通

知は、見積書徴収通知書（様式第５号）により契約

担当者が行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号 指名競争入札通知書 

様式第５号 見積書徴収通知書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （指名等の通知） 

第７条 工事担当課長は、やむを得ない事情が

あるときは、見積期間の短縮について契約検

査課長と協議するものとする。 

 

「建設業法施行令」 

 （建設工事の見積期間） 

第６条 法第２０条に規定する見積期間は、次

の各号に掲げるとおりとする。ただし、やむを

得ない事情があるときは、第２号及び第３号

の期間は、５日以内に限り短縮することがで

きる。 

(1)  工事１件の予定価格が５００万円に満

たない工事については、１日以上 

(2)  工事１件の予定価格が５００万円以上

５，０００万円に満たない工事については、

１０日以上 

(3)  工事１件の予定価格が５，０００万円以

上の工事については、１５日以上 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第２２条 入札者の指名） 

 

 （入札内容等の公表） 

第１０条 前条の規定により指名競争入札通知書を

交付したときは、入札内容等を次により速やかに公

表するものとする。 

(1)  公表の内容は、工事名、路線等の名称、工事

場所、入札日時、入札場所及び予定価格とする。 

(2)  公表は、指名競争入札通知書（様式第４号）

によるものとする。 

(3)  公表の期間は、入札執行日までとする。 

(4)  公表の方法は、閲覧によるものとし、閲覧の

場所は、総務部契約検査課とする。 

 

 

様式第４号 指名競争入札通知書 

 

 （入札の辞退） 

第１１条 入札執行の完了に至るまでに入札辞退が

あったときは、当該辞退者からその旨を明記した書

面を徴するものとする。この場合において、入札参

加者の追加指名は行わないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「刈谷市工事関係入札心得書」 

 （入札の辞退） 

第１１条 入札参加者は、入札執行の完了に至

るまで、いつでも入札を辞退することができ

る。 

２ 入札参加者は、入札を辞退するときは、その

旨を次の各号に掲げるところにより申し出る

ものとする。 

(1)  入札執行前にあっては、入札辞退届（様

式第３号）を契約担当者に直接持参し、又

は郵送（入札日の前日までに到達するもの

に限る。）するものとする。 

(2)  入札執行中にあっては、入札辞退届又は

その旨を明記した入札書を、入札執行者に

直接提出するものとする。 
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３ 入札を辞退した者は、これを理由として以

後の指名について不利益な取扱いを受けるも

のではない。 

 

 （予定価格書の作成） 

第１２条 予定価格を定めるときは、消費税及び地方

消費税の相当額（以下「消費税等の額」という。）を

含んだ総額で定めるものとする。ただし、単価契約

の場合（複数のものを一括で入札又は見積を行う場

合を除く。）においては、消費税等の額を含んだ単

価で定めるものとする。 

２ 予定価格を定めたときは、予定価格書（様式第８

号）を作成するものとし、予定価格とともに入札書

比較価格（予定価格の１１０分の１００の価格をい

い、見積の時は見積書比較価格。以下同じ。）を併記

するものとする。 

３ 最低制限価格を設けるときは、定めた予定価格の

１０分の９．２から１０分の７．５までの範囲内で

定めるものとし、前２項の規定を準用するものとす

る。 

 

 

 

 

 

様式第８号 予定価格書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （予定価格書の作成） 

第８条 予定価格の決定者（支出負担行為等の

決裁区分による決裁権者）は、予定価格を決定

し、直ちに私印を予定価格書等の所要箇所に

押印し、封かんした後、契約検査課長に開札の

時刻まで保管させるものとする。 

  なお、決定者が工事担当課長の場合は、自ら

保管するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、予定価格を事前

に公表する場合は、予定価格書の封かんを省

略することができる。 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第１３条 予定価格の作成） 

 （第１４条 予定価格の決定方法） 

 （第１５条 最低制限価格の作成） 

 

 （入札等の執行） 

第１３条 入札は、刈谷市工事関係入札心得書（昭和

５４年４月１日施行）及び郵便による入札を行う際

は刈谷市郵便入札心得書（令和３年４月１日施行。

以下、総称して「入札心得書」という。）に基づいて

行うものとし、入札執行場所の見やすいところに入

札心得書、刈谷市工事請負契約条項（昭和５４年４

月 1 日施行）、刈谷市委託業務契約条項（昭和５４

年４月１日施行）及び刈谷市工事監理委託契約条項

（平成２年４月１日施行）を掲示するものとする。 

２ 落札決定は、入札書比較価格における予定価格の

制限の範囲内で、最低の価格を入札書に記載した者

を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場

合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価

格以上の価格を入札書に記載した者のうち最低の

価格を入札書に記載した者を落札者とし、入札書に

記載された金額に、当該金額の１００分の１０を加

算した額を落札額とする。 

３ 入札の経過は、入札執行調書（様式第９号）によ

り記録するものとする。 

４ 見積書の徴収は、第１項及び第２項の規定を準用

し、見積執行調書（様式第１０号）により記録する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

様式第 ９号 入札執行調書 

様式第１０号 見積執行調書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （入札等の執行） 

第９条 設計書を省略した場合の見積りの徴収

については、次に掲げるとおりとする。 

(1)  工事内訳書により見積りを行わせ、見積

書には、明細書を添付し提出させるものと

する。 

(2)  工事担当課長は、業者から提出された見

積書を工事担当者に精査チェック押印させ

るとともに、工事担当係長に確認の上審査

済みの押印をさせるものとする。 

(3)  見積書を検討し、適当と認められる見積

者を決定したときは、見積執行調書に記録

し、直ちにその旨及び契約金額を見積者に

口頭で通知するものとする。 

２ 再度入札は２回とする。ただし、予定価格を

事前に公表する場合は、行わないものとする。 

３ 入札執行に際しては、各回とも最低入札書

記載金額のみ読み上げるものとする。 

  なお、落札したときは、落札業者名及び落札

額（最低入札書記載金額に１０パーセントを

加算した額をいう。）を読み上げるものとす

る。 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第６条 不正契約者等の報告） 

 

「地方自治法施行令」 

 （第１６７条の４ 一般競争入札の参加者の資格） 

 

「刈谷市工事関係入札心得書」 

「刈谷市工事請負契約条項」 



関係例規等 

 

「刈谷市委託業務契約条項」 

「刈谷市工事監理委託契約条項」 

 

 （入札の公開） 

第１４条 設計金額が３，０００万円を超える建設工

事については、入札を次により公開するものとす

る。 

(1)  公開入札日は、原則として火曜日の午前９時

からとする。 

(2)  入札の傍聴を希望する者には、入札傍聴者受

付簿（様式第１１号）に住所及び氏名を記入させ

入場を認めるものとする。 

 

 

様式第１１号 入札傍聴者受付簿 

 

 （入札結果等の公表） 

第１５条 第１０条の規定により公表した工事につ

いては、入札事務の整理後、入札結果等を次により

速やかに公表するものとする。 

(1)  公表の内容は、第１０条第１号に規定する事

項のほか、入札経緯を含めた全入札者名、入札書

記載金額及び落札額とする。この場合において、

入札辞退者名についても公表するものとする。 

(2)  公表は、入札執行調書の写しによるものとす

る。 

(3)  入札不調のときは、入札執行調書の落札業者

名欄に「不調」と表示する。 

(4)  公表の期間は、指名競争入札通知書により通

知をした日の属する年度及び翌年度までの間と

する。 

(5)  公表の方法は、閲覧によるもののほか、刈谷

市ホームページへの掲載の方法による。 

２ 随意契約の見積書徴収（小額工事を除く。）につ

いては、その結果を見積執行調書の写しにより公表

するものとする。この場合において、公表は、前項

と同様の方法により行う。 

３ 一般競争入札に付した工事に係る入札結果等の

公表については、刈谷市一般競争入札取扱要領第１

２条によるものとする。 

 

 

 （入札により契約できないときの契約） 

第１６条 入札に付し入札者がないとき、若しくは再

度入札に付し落札者がないとき、又は落札者が契約

を締結しないときの契約方法等は、別に定めるとこ

ろによるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （入札により契約できないときの契約） 

第１０条 入札執行回数限度内において落札者

がなく、入札書比較価格と最低入札書記載金

額との差が小額、又は次の要件の一に該当す

る場合は、随意契約ができるものとする。ただ

し、この場合においては、「随意契約について」

（起案例第５）により決裁を受けるものとす

る。 

(1)  特殊工事等で他に指名する者がいない

場合 

 (2)  その他やむを得ない事情で指名替えを

行うことができない場合 

２ 上記以外の場合は、新たに所定の指名審査

又は資格審査の手続きを行うものとする。 

 

［起案例第５ 随意契約伺］ 



関係例規等 

 

 

 

 （工事入札等の結果通知) 

第１７条 契約検査課長は、入札を執行したときは、

入札の経過と結果を工事入札結果通知書（様式第１

２号）により工事担当課長に通知するものとする。 

  なお、見積書を徴収した場合も同様とする。 

 

 

様式第１２号 工事入札結果通知書 

 

 （契約の締結） 

第１８条 工事担当課長は、前条の規定による通知を

受けたときは、速やかに支出負担行為決議書（以下

「決議書」という。）により決議した後、関係書類を

添えて工事契約締結依頼書（様式第１３号）により

契約検査課長に依頼するものとする。 

２ 契約検査課長は、前項の規定による依頼を受けた

ときは、速やかに工事請負契約書（様式第１４号）

又は委託業務契約書（様式第１５号）により契約締

結の事務を行い、関係書類（当該関係書類に記載す

べき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。以下同

じ。）を含む。）を添えて工事契約締結通知書（様式

第１６号）により工事担当課長に通知するものとす

る。 

３ 前項に規定する以外の契約は、決議書により決議

した後、工事担当課長が速やかに工事請負契約書、

委託業務契約書、請書（様式第１７号）又は請書（委

託業務）（様式第１８号）により契約締結の事務を

行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１３号 工事契約締結依頼書 

様式第１４号 工事請負契約書 

様式第１５号 委託業務契約書 

様式第１６号 工事契約締結通知書 

様式第１７号 請書 

様式第１８号 請書（委託業務） 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （契約の締結） 

第１１条 依頼工事にあっては、決議書による

決議は、依頼課で行うものとする。 

２ 債務負担行為又は継続費に係る２年度以上

にわたる工事の契約を締結するときは、「特約

条項」（様式第３号）として定めて契約を締結

するものとする。 

 

［様式第３号 特約条項］ 

 １ 契約金の支払条件 

 各会計年度の支払限度額及び出来高予

定額は、下表のとおりとする。 

 

  年度 支払限度額 出来高予定額   

       

       

 ２ 発注者は、予算上の都合その他の必要

があるときは、前項の支払限度額及び出

来高予定額を変更することができる。 

３ 前払金の支払条件 

 各会計年度の前金払は、各会計年度の

出来高予定額の１０分の４以内とし、中

間前金払については、１０分の２以内と

する。ただし、前会計年度の出来高が出

来高予定額を超えないときは、超えるま

で当該会計年度の前金払はしないものと

する。 

 

 ４ 部分払金の支払条件 

（１）前会計年度末における請負代金相当

額が前会計年度までの出来高予定額を

超えた場合においては、受注者は、当該

会計年度の当初に当該超過額（以下「出

来高超過額」という。）について部分払を

請求することができる。ただし、契約会

計年度以外の会計年度においては、受注

者は、予算の執行が可能となる時期以前

に部分払の支払いを請求することはで

きない。 

（２）この契約において、前払金の支払い

を受けている場合の部分払金の額につ

いては、契約条項第３２条第２項の規定

にかかわらず、次の算式により計算した

額（1,000 円未満は切り捨てる。）を当該

会計年度の支払限度額の範囲内で支払

うものとする。 

 



関係例規等 

 

  ア 前払金の支払いを受けている場合 

部分払金の額≦請負代金額 

×出来形歩合×９／１０ 

   －（前会計年度までの支払金額 

＋当該会計年度の部分払金額） 

   －｛請負代金額×出来形歩合 

－（前会計年度までの出来高予定額

＋出来高超過額）｝ 

 ×当該会計年度前払金額 

／当該会計年度の出来高予定額 

 イ 前払金及び中間前払金の支払いを

受けている場合 

  部分払金の額≦請負代金額 

×出来形歩合×９／１０ 

  －前会計年度までの支払金額 

  －（請負代金額×出来形歩合 

－前会計年度までの出来高予定額） 

  ×（当該会計年度前払金額 

＋当該会計年度の中間前払金額） 

  ／当該会計年度の出来高予定額 

 

 

 

 

 

 

「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例」 

 （議会の議決に付すべき契約） 

第２条 法第９６条第１項第５号の規定により

議会の議決に付さなければならない契約は、

予定価格１億５，０００万円以上の工事又は

製造の請負とする。 

 

「刈谷市予算決算会計規則」 

 （会計管理者等への合議） 

第２８条 次に掲げる経費に係る支出負担行為

をしようとするときは、会計管理者等に合議

をしなければならない。 

(1) 工事請負費で１件２，０００万円を超え

るもの 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第２６条 契約書の作成） 

 （第２７条 契約書の記載事項） 

 （第２８条 契約書の省略） 

 

第４章 工事の施行 
 

 

 （監督職員の任命） 

第１９条 契約担当者は、工事ごとに監督職員を任命

するものとする。ただし、その他委託業務について

は、契約担当者が監督職員を置く必要がないと認め

るときは、監督職員を置かないことができるものと

する。 

２ 契約担当者は監督職員を「監督職員の任命及び通

知について（伺い）」（起案例第６）にて任命する。 

３ 監督職員を変更するときは、前項の規定を準用す

るものとする。 

 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第４５条 監督及び検査） 

 （第５１条 監督の職務と検査の兼職禁止） 

 

 

 

「工事監督要領」 

 （第３条 監督の体制） 

 （第４条 監督職員の任命基準） 

（監督職員の通知） 

第１９条の２ 監督職員を定めたときは、「監督職員

通知書」（様式第１９号）により、その職氏名を受注

 

様式第１９号 監督職員通知書 

様式第１９号の２ 監督職員変更通知書 

 



関係例規等 

 

者に通知しなければならない。また、監督職員を変

更したときも、「監督職員変更通知書」（様式第１９

号の２）により同様に通知しなければならない。 

 

「建設業法」 

 （第１９条の２ 現場代理人の選任等に関す

る通知） 

「刈谷市工事請負契約条項」 

 （第１０条 監督職員） 

 

 （監督の方法） 

第２０条 監督は、工事監督要領（平成２年４月 1 日

施行）に基づいて行うものとする。 

 

 

 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第４６条 監督職員の一般的職務） 

 

「工事監督要領」 

「工事監督の心得」 

 

 （工程表） 

第２１条 工程表は、設計図書に定めるところによ

り、工程表届（様式第２０号）により契約締結後５

日以内に、契約担当者に提出させるものとする。 

 

 

様式第２０号 工程表届 

 

 （現場代理人及び主任技術者等） 

第２２条 現場代理人、主任技術者、監理技術者、監

理技術者補佐及び専門技術者の通知は、現場代理人

等通知書（様式第２１号）により契約締結後５日以

内に、契約担当者に提出させるものとする。 

 

 

様式第２１号 現場代理人等通知書 

 

 （契約者の申出による契約期間の延長） 

第２３条 契約期間の延長の申出は、契約期間延長申

出書（様式第２２号）により契約担当者に提出させ

るものとする。 

２ 契約担当者は、前項の申出を承認するときは、契

約期間延長承認通知書（様式第２３号）により契約

者に通知するとともに期間延長前の履行期日にお

いて出来形検査を行うものとする。 

３ 工事担当課長は、前項の規定による承認があった

ときは、契約期間延長申出書の写し及び契約期間延

長承認通知書の写しを添えて契約期間延長通知書

（様式第２４号）により契約検査課長に通知するも

のとする。 

 

 （違約金の徴収） 

第２４条 契約担当者は、前条の契約期間の延長が契

約者の責によるものであるときは、遅延日数に応じ

て、契約金額から期間延長前の履行期日において検

査した出来形に相当する額を差し引いた額に政府

契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法

律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大

臣が決定する率を乗じて計算した額の違約金を徴

収するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２２号 契約期間延長申出書 

様式第２３号 契約期間延長承認通知書 

様式第２４号 契約期間延長通知書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （違約金の徴収） 

第１２条 工期は、適正な工期を採用し、市側の

理由による工事の遅延を極力排除するととも

に、契約者の責に帰すべき理由により工事が

遅延した場合は、違約金の徴収について厳正

な取扱いをするものとする。 

２ 契約者の申出による契約期間の延長をする

場合の理由とは、次のものをいう。 

(1)  天災地変等やむを得ない理由 

ア  異常気象による長雨、積雪、凍結等のた

め作業不能等によるもの 

イ  災害による手戻り、作業不能及び材料

搬入困難等によるもの 

ウ  その他善良な施工管理者として、特に

その責に帰することができない理由に

よるもの 

(2)  契約者の責に帰すべき理由 

ア  労力不足によるもの 

イ  材料入手の遅延によるもの 

ウ  建設機械の借入遅延又は故障によるも

の 

エ  施工上の管理の不備又は過失によるも

の 

オ  その他契約者の責に帰すべきことが明

白な場合 

３ 完了検査の結果、修補補正指示書により指

定した期間は工期延長と認めないものとす

る。 

４ 違約金徴収の際の出来形検査における出来

形歩合は、支払金額が円の単位まで誤差の生

じないものとする。 



関係例規等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［起案例第７ 契約期間の延長伺 

（天災地変等による場合）］ 

［起案例第８ 契約期間の延長伺 

（契約者の責による場合）］ 

［起案例第９ 違約金の徴収伺］ 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第３２条 履行遅延による違約金） 

 （第３４条 履行期限の延長等） 

 

 （契約者の申出によらない契約期間の延長） 

第２５条 契約担当者は、工事の施行上、契約期間延

長の必要があるときは、契約期間延長協議書（様式

第２５号）により契約者と協議し、契約者から契約

期間延長承諾書（様式第２６号）を徴するものとす

る。 

２ 工事担当課長は、前項の契約期間延長承諾書を受

理したときは、契約期間の延長伺の写し及び契約期

間延長承諾書の写しを添えて契約期間延長通知書

により契約検査課長に通知するものとする。 

 

 

様式第２５号 契約期間延長協議書 

様式第２６号 契約期間延長承諾書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （契約者の申出によらない契約期間の延長） 

第１３条 契約者の申出によらない契約期間の

延長をする場合の理由とは、次のものをいう。 

(1)  用地買収等の遅れによるもの 

(2)  家屋移転等の遅れによるもの 

(3)  用地境界の確認の遅れによるもの 

(4)  関連する他工事の遅れによるもの 

(5)  工事を一時中止したもの 

(6)  その他特別の事情によるもの 

 

［起案例第１０ 契約期間の延長伺］ 

 

 （契約内容の変更） 

第２６条 工事担当課長は、第５条の規定により作成

した工事設計書に基づく工事の内容を変更しよう

とするときは、工事設計変更事務取扱要領（平成２

年４月１日施行）に基づき工事変更設計書（様式第

２７号）を作成し、工事の変更施行について、その

作成した工事変更設計書を添えて、決裁規程の規定

により決裁を受けるものとする。 

２ 工事担当課長は、前項の決裁を受けたときは、速

やかに決議書により決議した後、関係書類（当該関

係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を

含む。）を添えて工事変更契約締結依頼書（様式第

２８号）により契約検査課長に依頼するものとす

る。ただし、小額工事については、決議書により決

議した後、工事担当課長が速やかに工事請負変更契

約書（様式第２９号）、委託業務変更契約書（様式第

３０号）、変更請書（様式第３１号）又は変更請書

（委託業務）（様式第３２号）により変更契約締結

の事務を行うものとする。 

３ 契約検査課長は、前項の規定による依頼を受けた

ときは、速やかに工事請負変更契約書又は委託業務

変更契約書により変更契約締結の事務を行い、関係

書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電

磁的記録を含む。）を添えて工事変更契約締結通知

書（様式第３３号）により工事担当課長に通知する

ものとする。 

 

 

様式第２７号 工事変更設計書 

様式第２８号 工事変更契約締結依頼書 

様式第２９号 工事請負変更契約書 

様式第３０号 委託業務変更契約書 

様式第３１号 変更請書 

様式第３２号 変更請書（委託業務） 

様式第３３号 工事変更契約締結通知書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （契約内容の変更） 

第１４条 契約金額の増減を伴わない変更契約

は、決議書による決議を省略し、「工事の変更

施行について」（起案例第１１）の伺い文末尾

に「なお、御高裁の上は、別紙案により変更契

約を締結してよろしいか。」と記入して決裁を

受けるものとする。 

２ 依頼工事の工事の変更施行伺いは、依頼課

の合議を経るものとし、決議書による決議は、

依頼課で行うものとする。 

 

［起案例第１１ 工事の変更施行伺］ 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第３６条 契約内容の変更） 

 

「工事設計変更事務取扱要領」 

 

 （工事の下請負） 

第２７条 契約者は、その請負った工事の全部若しく

 

「刈谷市契約規則」 

 （下請負の制限） 



関係例規等 

 

はその主たる部分又は他の部分から独立して機能

を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任

し、又は請負わせてはならない。 

 

 

 

 

 

 

第３５条 契約担当者は、契約者が委託その他

何らの名義をもってするを問わずその請け負

った工事の全部若しくはその主たる部分又は

他の部分から独立してその機能を発揮する工

作物の工事を一括して他人に請け負わせるよ

うなことをさせてはならない。 

２ 契約担当者は、下請負が不適当であると認

めるときは、契約者に対し、その下請負の中止

又は下請負の変更を求めることができる。 

 

 （工事の一時中止） 

第２８条 契約担当者は、工事の一時中止をする必要

があるときは、その時点で出来形検査を行うものと

する。 

２ 契約担当者は、工事を一時中止するときは、工事

一時中止決定書（様式第３７号）により契約者に通

知するものとする。 

 

 

様式第３７号 工事一時中止決定書 

 

［起案例第１３ 工事の一時中止伺］ 

 

 （契約の解除） 

第２９条 契約担当者は、契約を解除する必要がある

ときは、契約解除通知書（様式第３８号）により契

約者に通知するとともに、契約解除通知書（様式第

３９号）により「公共工事の前払金保証事業に関す

る法律（昭和２７年法律第１８４号）第５条の規定

に基づき登録を受けた保証事業会社（以下「保証事

業会社」という。）」に通知するものとする。 

２ 契約担当者は、契約解除に伴う精算をするとき

は、出来形検査を行った上、別表に定める精算方法

により精算額を確定し、契約解除精算通知書（様式

第４０号）により契約者に、契約解除保証金請求通

知書（様式第４１号）により保証事業会社に通知す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

［（別表） 契約解除に伴う精算方法］ 

 

様式第３８号 契約解除通知書 

様式第３９号 契約解除通知書（保証事業会社用） 

様式第４０号 契約解除精算通知書 

様式第４１号 契約解除保証金請求通知書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （契約の解除） 

第１５条 契約の解除の際の出来形検査におけ

る出来形歩合は、支払金額が円の単位まで誤

差の生じないものとする。 

 

［起案例第１４ 契約の解除伺］ 

［起案例第１５ 契約の解除に伴う精算伺］ 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第３３条 債務不履行による損害賠償） 

 （第３７条 契約担当者の解除権） 

 （第３９条 契約解除の方法） 

 （第４０条 契約解除による精算） 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第３０条 権利義務の譲渡又は承継の申出は、工事譲

渡（承継）承諾申出書（様式第４２号）により契約

担当者に提出させるものとする。 

２ 契約担当者は、前項の申出を承諾するときは、工

事譲渡（承継）承諾書（様式第４３号）により契約

者及び譲受（承継）人に通知するものとする。 

 

 

様式第４２号 工事譲渡（承継）承諾申出書 

様式第４３号 工事譲渡（承継）承諾書 

 

［起案例第１６ 工事の（譲渡・承継）伺］ 

 

 （名称等変更届） 

第３１条 契約者に名称若しくは組織又は住所の変

更があったときは、契約担当者は、その契約者に名

称等変更届（様式第４４号）の提出を求めることが

できる。 

 

 

 

 

 

様式第４４号 名称等変更届 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （名称等変更届） 

第１６条 名称等変更届の提出を求められた契

約者は、速やかに工事担当課又は契約検査課

に名称等変更届を提出するものとし、当該契

約に関しては、名称等変更届を提出した日か

ら新たな名称等を使用するものとする。 

 



関係例規等 

 

 （部分使用） 

第３２条 契約担当者は、工事目的物の引渡し前にお

いてその一部又は全部を使用する必要があるとき

は、部分使用協議書（様式第４５号）により契約者

と協議して、部分使用同意書（様式第４６号）を徴

し、部分使用通知書（様式第４７号）により契約者

に通知するものとする。この場合、必要と認めると

きは、当該使用部分の出来形検査を行うものとす

る。 

 

 

様式第４５号 部分使用協議書 

様式第４６号 部分使用同意書 

様式第４７号 部分使用通知書 

 

［起案例第１７ 部分使用伺］ 

 

 （部分引渡し） 

第３３条 工事の完成に先立って、工事目的物の一部

完了部分の引渡しを受ける必要があるときは、次に

より処理するものとする。 

(1)  契約担当者は、部分引渡協議書（様式第４８

号）により契約者と協議し、部分引渡承諾書（様

式第４９号）を徴するものとする。 

(2)  部分引渡承諾書徴収後の事務手続は、工事の

完了の手続きを準用し、検査職員は一部完了検

査調書（様式第５０号）により契約担当者に報告

し、契約担当者は一部完了検査合格通知書（様式

第５１号）により契約者に通知するものとする。 

 

様式第４８号 部分引渡協議書 

様式第４９号 部分引渡承諾書 

様式第５０号 一部完了検査調書 

様式第５１号 一部完了検査合格通知書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （部分引渡し） 

第１７条 部分引渡しの際の出来形検査におけ

る出来形歩合は、支払金額が円の単位まで誤

差の生じないものとする。 

２ 部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算

式により計算した額とする。ただし、債務負担

行為又は継続費に係る工事にあっては、算式

中「契約金額」を「当該会計年度の支払限度額」

と読み替えるものとする。 

（算式） 

  部分引渡しに係る請負代金額＝指定部分に

相応する請負代金額×（１－前払金額（中間前

払金の支払いを受けているときは、中間前払

金を含む。）／契約金額）－指定部分に相応す

る支払済部分払金の額 

※  前金払をしなかった場合は、算式中「前払

金額（中間前払金の支払いを受けているとき

は、中間前払金を含む。）」を「０」として計算

するものとする。 

 

［起案例第１８ 部分引渡し伺］ 

 

 （損害賠償） 

第３４条 契約担当者は、工事の一時中止、契約の解

除、部分使用その他の理由により、契約者から損害

賠償の請求があったときは、意見を付して市長に報

告し、その指示を受けるものとする。 

 

 

 

第５章 工事の完了 
 

 

 （工事の完了届） 

第３５条 工事が完了したときは、完了届（様式第５

２号）を直ちに契約担当者に提出させるものとす

る。 

 

 

様式第５２号 完了届 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第４４条 完了通知） 

 

 （検査職員の任命） 

第３６条 契約担当者は、工事ごとに検査職員を係長

以上の職員から任命するものとする。ただし、第４

条第２号に規定する検査の検査職員は、契約検査課

 

様式第５４号 工事検査依頼書 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第４５条 監督及び検査） 



関係例規等 

 

検査担当の職員から任命するものとする。 

２ 前項本文の任命は、完了届の余白欄を使用し「検

査職員に○○○○を任命してよろしいか。」と記入

して、決裁を受ける方法による。前項ただし書の任

命は、工事検査依頼書（様式第５４号）の余白欄を

使用し、「検査職員に○○○○を任命してよろしい

か。」と記入して、決裁を受ける方法による。 

３ 検査職員（中間検査に係る検査職員を除く。）の

任命の時期は、次のとおりとする。ただし、第４条

第２号に規定する検査の検査職員の任命の時期は、

契約検査課長が工事検査依頼書（様式第５４号）を

受理したときとする。 

(1)  完了検査 完了届の提出のあったとき。 

(2)  出来形検査 

ア  部分払の場合にあっては、出来形検査の申出

があったとき。 

イ  部分使用の場合にあっては、部分使用をしよ

うとするとき。 

ウ  違約金を徴収して契約期間を延長する場合

にあっては、契約期間の延長を承認しようと

するとき。 

エ  工事の一時中止の場合にあっては、工事を一

時中止しようとするとき。 

オ  契約解除の場合にあっては、契約を解除しよ

うとするとき。 

４ 中間検査の検査職員は、契約担当者が中間検査を

必要と認めたとき任命するものとする。 

 

 （第５１条 監督の職務と検査の兼職禁止） 

 

 （検査の時期） 

第３７条 完了検査は、完了届を受理した日から１４

日以内に行うものとする。 

２ 出来形検査及び中間検査は、検査職員任命後遅滞

なく行うものとする。 

 

 

 （検査の依頼等） 

第３８条 工事担当課長は、第４条第２号の検査を受

けようとするときは、関係書類（当該関係書類に記

載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）を添

えて工事検査依頼書により遅滞なく契約検査課長

に依頼するものとする。 

２ 契約検査課長は、前項の工事検査依頼書を受理し

たとき及び中間検査を実施するときは、検査日等を

定め、工事検査実施通知書（様式第５５号）により

工事担当課長に通知するものとする。 

３ 契約担当者は、検査を行うときは、検査の日時及

び対象工事名等を契約者に通知するものとする。 

 

 

様式第５５号 工事検査実施通知書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （検査の依頼等） 

第１８条 契約者への検査の日時等の通知は、

監督職員が口頭で行うものとする。 

 

 （検査の方法） 

第３９条 検査は、工事検査要領（昭和５４年４月 1

日施行）に基づいて行うものとする。 

 

 

 

「工事検査要領」 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第４７条 検査職員の一般的職務） 

 

 （検査の報告）  



関係例規等 

 

第４０条 検査職員は、工事の完了検査を行ったとき

は、完了検査調書（様式第５６号）により契約担当

者に直ちに報告するものとする。この場合におい

て、その給付に不完全な部分があると認めたとき

は、修補補正調書（様式第５７号）を添えるものと

する。 

２ 検査職員は、工事の出来形検査を行ったときは、

出来形検査調書（様式第５８号）により契約担当者

に直ちに報告するものとする。 

３ 検査職員は、工事の中間検査を行ったときは、中

間検査報告書（様式第５９号）により契約担当者に

直ちに報告するものとする。 

 

様式第５６号 完了検査調書 

様式第５７号 修補補正調書 

様式第５８号 出来形検査調書 

様式第５９号 中間検査報告書 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第４８条 検査調書） 

 

 （修補補正の命令） 

第４１条 契約担当者は、検査職員から工事の修補補

正調書を受理したときは、修補補正指示書（様式第

６１号）により契約者に修補補正を命じるものとす

る。 

 

 

様式第６１号 修補補正指示書 

 

［起案例第２０ 修補補正指示伺］ 

 

 （修補補正完了届） 

第４２条 修補補正が完了したときは、修補補正完了

届（様式第６２号）を直ちに契約担当者に提出させ

るものとする。 

 

 

様式第６２号 修補補正完了届 

 

 （修補補正の確認） 

第４３条 完了検査を行った検査職員は、修補補正箇

所に係る給付の内容について確認するため、検査を

行うものとする。 

２ 検査職員は、修補補正に係る検査を行ったとき

は、修補補正完了検査調書（様式第６３号）により

契約担当者に直ちに報告するものとする。 

 

 

様式第６３号 修補補正完了検査調書 

 

 （検査結果の通知） 

第４４条 契約検査課長は、検査を行ったときは、完

了検査調書、出来形検査調書、中間検査報告書又は

修補補正完了検査調書を添えて工事検査結果通知

書（様式第６４号）により工事担当課長に通知する

ものとする。 

 

 

様式第６４号 工事検査結果通知書 

 

第４５条 工事担当課長は、前条の工事検査結果通知

書を受理したときは、次により事務を行うものとす

る。ただし、小額工事については、別に定めるとこ

ろによるものとする。 

(1)  完了検査にあっては、検査完了後７日以内に

検査の結果及び工事目的物の引渡し時期を検査

合格通知書（様式第６５号）により契約者に通知

するものとする。 

(2)  出来形検査にあっては、速やかに検査の結果

を出来形検査結果通知書（様式第６６号）により

契約者に通知するものとする。 

 

様式第６５号 検査合格通知書 

様式第６６号 出来形検査結果通知書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （検査結果の通知） 

第１９条 小額工事の検査結果は、検査合格通

知書の交付に替えて口頭で通知するものとす

る。 

 

［起案例第２１ 検査結果伺］ 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第４９条 検査結果の通知） 

 

 

第６章 契約代金の支払 

 



関係例規等 

 

 

  （前金払） 

第４６条 契約金額が３００万円以上の工事（工事の

契約が単価契約によるものを除く。）は、前金払を

することができるものとする。 

２ 前金払の割合は、契約金額の１０分の４以内とす

る。ただし、委託業務については１０分の３以内と

する。 

３ 前払金は、前払金保証証書を添えた前払金請求書

（様式第６７号）を受理した日から１５日以内に支

払うものとする。 

４ 前項の規定による保証証書の添付に代えて、電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)

であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社

が定め、契約担当者が認めた措置を講ずることがで

きる。この場合において、当該保証証書を添付した

ものとみなす。 

５ 前金払をした工事において、契約内容の変更に伴

い契約金額に増減が生じても、特に必要と認めた場

合を除き前払金の増額又は減額は行わないものと

する。 

６ 契約担当者は、前払金の支払を受けた者が、保証

事業会社との間の保証契約が解除されたときは、前

払金の全部又は一部を返還させるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６７号 前払金請求書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （前金払） 

第２０条 債務負担行為又は継続費に係る２年

度以上にわたる契約（以下「複数年度契約」と

いう。）における前金払は、当該契約に基づく

当該会計年度の出来高予定額の１０分の４

（委託業務は１０分の３）以内とする。ただ

し、前会計年度の出来高が当該会計年度の出

来高予定額を超えなかった場合の前金払は、

前会計年度の出来高予定額を超えるまで支払

うことができないものとし、出来高予定額を

超えたかは工事担当課長が判断するものとす

る。 

２ 繰越明許費に係る翌年度にわたる契約にお

ける前金払は、契約締結の当初における契約

金額に対して１０分の４（委託業務は１０分

の３）以内とする。 

３ 前払金額は、次の算式により計算した額を

支払うものとする。ただし、債務負担行為又は

継続費に係る工事にあっては、算式中「契約金

額」を「当該会計年度の出来高予定額」と読み

替えるものとする。 

（算式） 

建設工事 

契約金額×４／１０ 

委託業務 

契約金額×３／１０ 

４ 前払金額に 1,000 円未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てる。 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第５４条 前払金） 

 

 （中間前金払） 

第４６条の２ 前条の規定により前金払をした建設

工事は、追加の前金払（以下「中間前金払」という。）

をすることができる。 

２ 中間前金払の割合は、契約金額の１０分の２以内

とする。 

３ 中間前金払は、次の各号のすべてに該当する場合

にできるものとする。 

(1)  工期が９０日以上あること。 

(2)  工期の２分の１を経過していること。 

(3)  前払金を受けていること。 

(4)  工程表により工期の２分の１を経過するまで

に実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること。 

(5)  既に行われた当該工事に係る作業に要する経

費が契約金額の２分の１以上の額に相当するも

のであること。 

(6)  部分払いの請求をしていないこと。 

４ 中間前金払は、前払金保証証書及び中間前払金認

定書（様式第７４号）等の関係書類（当該関係書類

 

様式第７３号 中間前払金認定申請書 

様式第７３号の別紙 工事履行報告書 

様式第７４号 中間前払金認定書 

様式第７５号 中間前払金請求書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （中間前金払） 

第２０条の２ 複数年度契約における中間前金

払は、当該契約に基づく各会計年度の出来高

予定額の１０分の２以内とし、次の各号のす

べてに該当する場合とする。 

(1)当該会計年度の前金払を受けていること。 

(2)当該会計年度の工期の２分の１を経過し

ていること。 

(3)当該会計年度の出来高が予定額の２分の

１以上であること。 

(4)当該会計年度の部分払いの請求をしてい

ないこと。 

２ 前条第３項及び第４項の規定は、中間前金

払の金額の計算について準用する。この場合

において、第３項中「４／１０」とあるのは「２

／１０」と読み替えるものとする。 

 



関係例規等 

 

に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）

を添えた中間前払金請求書（様式第７５号）を受理

した日から１５日以内に支払うものとする。 

５ 前項の規定による保証証書の添付に代えて、電磁

的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事

業会社が定め、契約担当者が認めた措置を講ずるこ

とができる。この場合において、当該保証証書を添

付したものとみなす。 

６ 前条第４項及び第５項の規定は、中間前金払につ

いて準用する。 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第５４条 前払金） 

 

 

 （部分払） 

第４７条 部分払における出来形検査の申出は、出来

形検査申出書（様式第６８号）により契約担当者に

提出させるものとする。 

２ 部分払金は、部分払請求書（様式第６９号）及び

出来形検査調書により、部分払請求書を受理した日

から１５日以内に支払うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６８号 出来形検査申出書 

様式第６９号 部分払請求書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （部分払） 

第２１条 部分払は、出来形部分に相応する契

約金額の１０分の９以内とする。 

２ 部分払金の額は、次の算式により計算した

額から既に支払った部分払金の額を減じた額

を支払うものとする。 

（算式） 

 部分払金の額≦契約金額×出来形歩合 

 ×（９／１０－前払金額（中間前払金の支払

いを受けているときは、中間前払金を含む。）

／契約金額） 

※  前金払をしなかった場合は、算式中「前

払金額（中間前払金の支払いを受けていると

きは、中間前払金を含む。）」を「０」として

計算するものとする。 

３ 複数年度契約において、前会計年度末にお

ける出来形部分に相応する契約金額が前会計

年度までの出来高予定額を超えた場合は、契

約者は、当該会計年度の当初に当該超過額（以

下「出来高超過額」という。）について部分払

を請求することができる。 

４ 複数年度契約において、前払金の支払いを

受けている場合の部分払金の額については、

第２項の規定にかかわらず、次の算式により

計算した額を当該会計年度の支払限度額の範

囲内で支払うものとする。 

(1) 前払金の支払いを受けている場合 

 （算式） 

  部分払金の額≦契約金額×出来形歩合 

  ×９／１０－（前会計年度までの支払金額 

  ＋当該会計年度の部分払金額）   

  －｛契約金額×出来形歩合  

  －（前会計年度までの出来高予定額 

＋出来高超過額）｝×当該会計年度前払金額 

／当該会計年度の出来高予定額 

 (2) 前払金及び中間前払金の支払いを受けて

いる場合 

 （算式） 

  部分払金の額≦契約金額×出来形歩合 

  ×９／１０－前会計年度までの支払金額 

  －（契約金額×出来形歩合 

－前会計年度までの出来高予定額） 

×（当該会計年度前払金額 

＋当該会計年度の中間前払金額） 

／当該会計年度の出来高予定額 
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５ 出来形歩合、第２項算式中「前払金額（中間

前払金の支払いを受けているときは、中間前払

金を含む。）／契約金額」、第４項第１号算式中

「当該会計年度前払金額／当該会計年度の出

来高予定額」及び同項第２号算式中「（当該会計

年度前払金額＋当該会計年度の中間前払金額）

／当該会計年度の出来高予定額」は、少数第３

位以下は切り捨てるものとする。 

６ 部分払金の額に 1,000 円未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てる。 

７ （起案例第２２）については、会計管理者及

び会計課長に合議するものとする。 

８ 契約者が出来形検査申出書を提出し、その

検査が工事場所以外であった場合は、工事担

当課は、検査場所等を明示した書類を添付さ

せるようにするものとする。 

 

［起案例第２２ 部分払に係る出来形検査伺］ 

 

「刈谷市契約規則」 

 （第５３条 部分払の限度額） 

 

 （精算払） 

第４８条 契約代金は、請求書（様式第７０号）及び

完了検査調書又は修補補正完了検査調書により、請

求書を受理した日から４０日（委託業務にあっては

３０日）以内に支払うものとする。 

２ 部分引渡しに伴う契約代金の支払は、請求書と一

部完了検査調書により、指定部分に相応する契約代

金を支払うものとし、前項に準じて処理するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

様式第７０号 請求書 

 

「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」 

 （支払の時期） 

第６条 第４条第２号の時期は、国が給付の完

了の確認又は検査を終了した後相手方から適

法な支払請求書を受理した日から工事代金に

ついては４０日、その他の給付に対する対価

については３０日（以下この規定又は第７条

の規定により約定した期間を「約定期間」とい

う。）以内の日としなければならない。 

２ 略 

 （この法律の準用） 

第１４条 この法律（第１２条及び前条第２項

を除く。）の規定は、地方公共団体のなす契約

に準用する。 

 

 

第７章 雑 則 
 

 

 （工事台帳） 

第４９条 工事担当課長は、工事台帳（様式第７１号）

を調整し、工事の施行経過を明らかにするものとす

る。 

 

 

様式第７１号 工事台帳 

 

 （依頼工事の引継ぎ） 

第５０条 工事担当課長は、依頼工事が完了したとき

は、関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記

録した電磁的記録を含む。）を添えて依頼工事関係

図書引継書（様式第７２号）により依頼した各課等

の長に引き継ぐものとする。 

 

 

 

様式第７２号 依頼工事関係図書引継書 

 

「事務取扱要領の運用」 

 （依頼工事の引継ぎ） 

第２２条 依頼工事の工事目的物は、完了検査

日（修補補正があった場合は、修補補正完了検

査日）をもって契約者から直接依頼課が引渡

しを受けたものとする。 

 

  附 則 

この要領は、平成２年４月 1 日から施行する。 

  附 則 
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 （施行期日） 

１ この要領は、平成３年４月 1 日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

の規定は、この要領施行の日以後に契約する工事か

ら適用し、同日前に契約した工事については、なお

従前の例による。 

  附 則 

この要領は、平成７年４月 1 日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

の規定は、この要領施行の日以後に契約する工事か

ら適用し、同日前に契約した工事については、なお

従前の例による。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

の規定は、この要領施行の日以後に契約する工事か

ら適用し、同日前に契約した工事については、なお

従前の例による。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

の規定は、この要領施行の日以後に契約する工事か

ら適用し、同日前に契約した工事については、なお

従前の例による。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

の規定は、この要領施行の日以後に契約する工事か

ら適用し、同日前に契約した工事については、なお

従前の例による。 

 （建設工事に係る予定価格の事前公表制度の試行に

関する要領の廃止） 

３ 建設工事に係る予定価格の事前公表制度の試行

に関する要領（平成１３年４月１日施行）は廃止す

る。 

  附 則 

この要領は、平成１６年４月 1 日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成１７年４月 1 日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成１８年４月 1 日から施行する。 
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附 則 

この要領は、平成１９年４月 1 日から施行する。 

  附 則  

（施行期日） 

１ この要領は、平成２１年１月２０日から施行す

る。 

 （経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

の規定は、平成２１年１月２０日前に締結された契

約のうち、契約期間が満了していないものについて

も適用する。 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２３年４月 1 日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則  

（施行期日） 

１ この要領は、平成３１年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本

的な改革を行うための消費税法の一部を改正する

等の法律（平成２４年法律第６８号）附則第１６条

の規定により読み替えて適用する同法附則第７条

第１項の規定に該当する工事の施行に関する事務

の取扱いについては、なお従前の例による。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

の規定は、この要領の施行の日以降に契約する工事

から適用し、同日前に契約した工事については、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、令和２年１０月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

の規定は、この要領の施行の日以降に契約する工事

から適用し、同日前に契約した工事については、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

の規定は、この要領の施行の日以後に契約する工事

から適用し、同日前に契約した工事については、な

お従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

の規定は、この要領の施行の日以後に公告する一般

競争入札及び指名通知する指名競争入札について

適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

第１２条の規定は、この要領の施行の日以後に公告

する一般競争入札及び指名通知する指名競争入札

について適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

第２７条の規定は、この要領の施行の日以後に契約

する工事から適用し、同日前に契約した工事につい

ては、なお従前の例による。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市工事施行に関する事務取扱要領

第４６条第４項並びに第４６条の２第５項の規定

は、この要領の施行の日以後に契約する工事から適

用し、同日前に契約した工事については、なお従前

の例による。 

附 則  

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年２月１３日から施行する。

ただし、第１２条第１項、第３１条、第４６条第１

項及び刈谷市工事施行に関する事務取扱要領等に

係る決裁区分の改正規定については、同年４月１日

から施行する。 
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（経過措置） 

２ 令和７年度予算の執行に係るものについては、な

お従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の刈谷市工事施

行に関する事務取扱要領第３１条の規定は、令和８

年４月１日以後に契約を締結したものに係る名称

等変更届の提出について適用し、同日前に契約を締

結したものに係る名称等変更届の提出については、

なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


